
療養病床の転換支援に関する当面の追加  
措置（案）について   



療養病床の転換支援に関する当面の追加措置（案）  

更に転換を促進するため、次の事項につ  

いて速やかに実施する。   

療養病床を転換する場合の課題として、  

次のようなご指摘をいただいている。  

◎ 転換先の施設の基準を満たすことが難しい。  

⑳ 医療機関と老健施設を併設する場合、設備の  
共用が限られる。  

◎ 転換後の経営の見通しが不透明。  

⑳ 転換に伴う施設の改修等に費用がかかる。  

⑳ 地域によっては整備粋がなく転換が進まない。  



【緩和措置の適用期間】  

・床面積は平成23年度末までの経過措置  
・食堂・機能訓練室■廊下幅は平成24年度以降も適用  

※特別養護老人ホームの食堂一機能訓練室一廊下幅につき同様の基準の緩和を行う。  
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・転換により老健施設が医療機関に併設することとなる場合、診察室の共用を可能とする。  
【介護給付費分科会に諮問の上、省令等を改正し、平成19年5月施行予定。】  

・老健施設、特別養護老人ホーム等が医療機関に併設することとなる場合、階段、エレベーター、出入口等の共用  
を可能とする。  

【通知を改正し、平成19年5月施行予定。】  

病床規模別に収支、人員体制等を含めた転換後の経営モデルを提示する。  

医療法人が、有料老人ホームや一定の要件を満たす高齢者専用賃貸住宅を設置することを認める。［医療法人  

の附帯業務の拡大］  

【有料老人ホームは平成19年4月施行、高齢者専用賃貸住宅は平成19年5月施行予定。】  

療養病床を老健施設等に転換するための改修等を行った場合、当該年度の法人税について特別償却（基準取  
得価額の15％）できる措置を創設し、税負担を軽減する。  
【平成19年4月から平成21年3月まで】   



（独）福祉医療機構の融資において、転換に伴う改修等に要する資金については、次のような優遇措置を講じる。  
①融資率の引き上げ（75％→90％）  

②貸付金利の引き下げ（財投金利と同じ）  

③有料老人ホームの融資対象化   

【平成19年4月から】  

一時的な資金不足が生じる場合には、（独）福祉医療機構の「つなぎ融資」制度を利用可能。  

Ⅰ介護保険施設等の定見枠の弾力運用   

部道府県、市町村は、第3期（平成18－20年度）の介護保険施設等の合計の指定の枠内であれば、   
年度ごと、施設種別ごとの指定の枠を超えても、医療保険適用の療養病床から老健施設等への転換を   
可能とする。  

Ⅱ 医療区分1の患者が多く、経営困難な医療機関の特例   
第3期の合計の指定枠を超える場合であっても、一定の要件を満たす医療保険適用の療養病床について   

は、都道府県及び市町村の協議（認知症高齢者グループホームへの転換の場合は市町村の判断）により、   
介護保険施設等への転換を可能とする。  
【Ⅰ、Ⅱとも、平成19年4月から】  
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